
 

 
 

 

 

 

 

 

（健康福祉課） 

新型コロナウイルスの感染が拡大しています 
 

不要不急の渡航は控えましょう 
 

現在、新型コロナウイルスによる感染症が国内でも拡大し、死者も出ています。 

また、外務省からは、中国湖北省全域に「レベル３：渡航は止めてください（渡航中

止勧告）」、それ以外の中国全土に「レベル２：不要不急の渡航は止めてください」

が出されています。（２月１８日現在） 

中国に限らず、海外渡航を予定している方は、外務省海外安全ホームページなどか

ら、最新情報を確認し、渡航の必要性を再度確認した上、渡航の延期または中止も

含め、適切な判断・行動をとるようにしてください。 
 

相談・受診の目安 
 

発熱など、風邪の症状がみられる場合は、学校や会社を休み、外出を控えましょう。

また、毎日体温を測定し、記録してください。 
 

○『帰国者・接触者相談センター』相談の目安 

次のいずれかに該当する方は、保健所に設置された『帰国者・接触者相談センタ

ー』にご相談ください。 

 ・風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く方 

 ・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方 

※糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある方、透析を受けている方、高

齢の方などは、重症化しやすいため、上記の症状が２日程度続いたら、ご相談く

ださい。 

※妊娠中の方も、念のため、お早めにご相談ください。 

※お子さんは、現時点では重症化しやすいとの報告はありません。上記の目安どお

りに対応してください。 
 

    相談先・お問い合わせ窓口 （可茂保健所内） 

『帰国者・接触者相談センター』 ☎25-3111（内線３５８） 

※受付時間：午前９時から午後５時（平日のみ） 
 

 

○相談後に医療機関にかかるときのお願い 

『帰国者・接触者相談センター』から受診をすすめられた場合は、指定された医療

機関を受診してください。感染拡大を防ぐため、複数の医療機関を受診することは

控えてください。 

医療機関受診時には、マスクを着用し、手洗いや咳エチケットの徹底をお願いしま

す。 
 

予防については、別紙「新型コロナウイルス感染症について（回覧）」をご覧ください。 

回 

覧 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第２２号（令和２年２月２０日発行） ☎４３－２１１１ 

HP 番号 ７１５３ 

お問い合わせ先 

健康福祉課 

健康増進係 

☎４３－2111 

（内線２５６１・２５６

２） 



（町民課） 

 

４月１日から減免範囲を拡充します 
 

○身体障がい者の方について、生計を同一にされている方や常に介護されている

方が運転する場合、減免対象範囲（手帳の等級）は、本人運転の場合と同じにな

ります。 

○知的および精神障がい者の方について、本人運転の場合も減免対象になります。 

○生計を同一にされている方や常に介護されている方が運転する場合、使用目的

について、障がい者の方の通学、通院、通所、生業に限らず、社会参加全般を減

免対象とします。 

○精神障がい者の方について、自立支援医療受給者証（精神通院）の交付を不要

とします。 
 

Ⅰ 身体障がい者の方 

障 が い 区 分 減免の対象となる範囲 

視覚障害 １・２・３・４級 

聴覚障害 ２・３級 

平衡機能障害 ３級 

音声機能障害 ３級（咽頭摘出による音声機能障がいの場合に限る） 

上肢不自由 １・２・３級 

下肢不自由 １・2・3・4・5・6級 

体幹不自由 １・２・３・５級 

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害 

上肢機能 １・２・３級 

移動機能 １・２・３・４・５・６級 

心臓機能障害 １・３級 

じん臓機能障害 １・３級 

呼吸器機能障害 １・３級 

ぼうこうまたは直腸の機能障害 １・３級 

小腸の機能障害 １・３級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １・２・３級 

肝臓機能障害 １・２・３級 

Ⅱ 知的障がい者の方 

障 が い 区 分 減免の対象となる範囲 

療育手帳をお持ちの方 「A」、「A１」もしくは「A2」 

Ⅲ 精神障がい者の方 

障 が い 区 分 減免の対象となる範囲 

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 障がいの程度が１級 
 

※詳しくは、右記へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

町民課 徴収係 

☎４３－２１１１ 

（内線２１１１） 

 



（教育課） 

中学１・２年生とその保護者のみなさんへ 

 

令和 2年度の八百津町中学生海外派遣研修への参加を検討されている方を対象

に、説明会を開催します。 
 

リトアニア・ポーランド研修の概要 

○派遣期間  ９月１８日（金）から９月２７日（日）１０日間 

○訪 問 先  リトアニア、ポーランド 

○対 象  八百津町に住所を有する中学校２・３年生（令和２年度）  

○定 員  １５名以内 ※既派遣者は除きます。 

○費用負担  研修に必要な費用のうち３分の１が自己負担となります。 
 

【海外派遣参加者募集説明会】 

○と き   ３月２４日（火） 午後７時から 

○と こ ろ   ファミリーセンター ２階 講義室 

○その他   ・参加を検討されている方は、保護者同伴で出席してください。 

           ・この説明会への出席は、海外派遣研修の応募条件となります。 

           ・どうしても都合のつかない方は、３月２４日（火）午後５時までに    

ご連絡ください。（時間厳守） 

           ・説明会に参加希望の方は、３月２３日（月）までに、学校または 

教育委員会へご連絡ください。 
 

【海外派遣研修のねらい】 

①杉原千畝氏の偉大さを再認識し、人道精神を一層学ぶことができる。 

②ホロコーストの歴史をとおして、世界平和の大切さ、命の尊さを学ぶことができる。 

③充実したホームステイの体験により、リトアニアの生活など、異文化への理解を深

めることができる。 

④現地学校で、同年代の外国人と一緒に学ぶことで、英語力をみがき、国際感覚

を養うことができる。 

⑤ヨーロッパの歴史・文化を学ぶことができる。 

⑥八百津町の友好都市リトアニアのカウナス市との交流を深めることができる。 

 

 

（総務課） 

特設人権相談所を開設します 
 

町では、特設人権相談所（悩み事相談）を開設し、人権擁護委員が相談を受け付

けています。相談は無料で秘密は固く守られます。お気軽にご相談ください。 
 

【悩み事相談（人権相談）開設日】 

○と き ３月１１日（水）午後１時３０分から４時 

○と こ ろ ファミリーセンター ２階 研修室、 久田見生活改善センター 

お問い合わせ先 

八百津町教育委員会 

☎４３－０３９０ 

（内線２５１２） 

 

ポーランド アウシュヴィッツ 

カウナス 杉原ハウス 

お問い合わせ先 

総務課 広報行政係 

☎４３－２１１１ 

（内線２２１５・２２１６） 

 



（健康福祉課） 

放課後児童クラブ（学童保育） 

利用申込のご案内 
 

令和 2年度の放課後児童クラブ（学童保育）の利用申込みを、以下のとおり受付

します。ご希望の方は、期限までにお申し込みください。 
 

○申込方法  ３月１８日（水）までに、必要書類を添えて、各受付場所でお申し込

みください。期限厳守でお願いします。 

            ※長期休業（春・夏・冬休み）のみ児童クラブの利用を希望される

方も、今回必ずお申し込みください。今回お申し込みされない方

は、利用できない場合がありますので、ご了承ください。 

○必要書類  ①放課後児童クラブ利用申込書 

②父および母の就労証明書（父・母１枚ずつ提出してください） 

※祖父母、父・母の兄弟姉妹などと同居している場合は、６５歳未満

のすべての方の就労証明書を提出してください。 

※上記①②は、役場健康福祉課および各保育園でお渡しします。 

○受付場所  ■八百津放課後児童クラブ（八百津小学校区などの児童対象） 

…八百津学童保育室（福祉センター(夢広場ゆうゆう)２階 児童クラブ室） 

             ■錦津放課後児童クラブ（錦津小学校区の児童対象） 

               …錦津学童保育室（錦津公民館（錦津小学校西）２階 学童保育室） 

             ■和知放課後児童クラブ（和知小学校区の児童対象） 

               …和知学童保育施設（和知小学校敷地内） 

             ■久田見児童クラブ（久田見小学校区の児童対象） 

…久田見出張所    ※春・夏休みのみ実施 

○利用条件  小学校１年生から６年生までの児童で、放課後や長期休業（春・夏・

冬休み）時、保護者の就労などにより、家庭で保育する人がいない児

童。就労以外の事情で児童クラブの利用をご希望される場合は、右

記へお問い合わせください。 

※久田見児童クラブは春（令和２年４月１日から開始）・夏休みのみ

実施します。 

○説 明 会  申込みされる方を対象に、利用者説明会を開催します。ぜひご参加く

ださい。 

■八百津放課後児童クラブ 

○と き  ２月２６日（水）午後７時から 

○ところ  八百津学童保育室 

■錦津放課後児童クラブ 

○と き  ２月２７日（木）午後７時から 

○ところ  錦津学童保育室 

■和知放課後児童クラブ 

○と き  ２月２８日（金）午後７時から 

○ところ  和知学童保育施設 

■久田見児童クラブ 

                ○と き  ３月３日（火）午後７時から 

○ところ  久田見農村環境改善センター １階 和室 

お問い合わせ先 

健康福祉課  

子育支援係 

☎４３－２１１１ 

（内線２５６４） 

 



（秘書室） 

令和２年度採用の新規職員を募集します 
 

町では、令和２年４月１日採用の職員を募集します。 
 

○募集職種・人員・応募資格 

職種 人員 応募資格 

保育士 若干名 

昭和５５年４月２日以降に生まれ、学校教育法に基づく短大（こ

れと同等以上の学歴を含む）を卒業した方で、保育士資格を

有し実務経験のある方、または令和２年３月に卒業する見込み

の方で、保育士資格のある方、または取得する見込みの方 

保健師 若干名 

昭和５５年４月２日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学（こ

れと同等以上の学歴を含む）を卒業した方で、保健師の資格を

有する方、または令和２年３月に卒業する見込みの方で、保健

師免許を有する方、または保健師免許を取得する見込みの方 

療育指導 
・保育士 
・ＯＴ・ＳＴ 
・児童指導員※ 
・障がい福祉    
サービス２年 

 以上経験者 

若干名 

昭和５５年４月２日以降に生まれ、学校教育法に基づく高等学

校以上を卒業した方で、保育士、作業療法士、言語聴覚士、児

童指導員の資格を有する方、または令和２年３月に学校を卒業

する見込みの方で、保育士、作業療法士、言語聴覚士、児童指

導員の資格のある方、取得する見込みの方、または障がい福祉

サービスを２年以上経験した方 

勤務先:八百津町親子教室(児童発達支援事業所･放課後等

デイサービス事業所)   

※児童指導員…社会福祉士・精神保健福祉士・教員資格者など（詳しくはお問い合わせく

ださい） 
 

○採用試験 

期日 ところ 試験の方法など 

３月１４日（土） 八百津町役場 

○保育士…実技試験、作文、面接など 

○保健師…保健指導試験、作文、面接など 

○療育指導…療育指導試験、作文、面接など 
 

 

○合格通知   ３月下旬までに採用の可否を本人宛てに通知します。 

 

○受験申込手続など 

申込手続 

１．所定の申込書に必要事項を記入して八百津町役場秘書室へ提出してく

ださい。 

２．郵送で申し込む場合は、封筒表に「採用試験」と朱書きし、書留又は簡易

書留にて郵送してください。 

３．申込者には、後日、受験票及び試験の日程等を郵送します。 

４．申込書の用紙は、令和２年２月２５日（火）から３月６日（金）までの間（土

曜日、日曜日及び祝日を除く）に、八百津町役場秘書室秘書人事係へ請

求してください。申込書の郵送を希望する場合は、１２０円分の切手を同封

して同係宛に請求してください。 

受付期間 

１．申込書は、令和２年３月２日（月）から３月１１日（水）まで受け付けます。 

２．役場閉庁日は受け付けしません。 

３．郵送の場合、３月９日（月）までの消印のあるものに限り受け付けます。 

  

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

秘書室 秘書人事係 

☎４３－２１１１ 

（内線２２０２） 

 



（農林課） 

森林を伐採するときは 

事前に「伐採届」のご提出を 
 

森林の立木を伐採するときは、森林法に基づいて、事前に「伐採及び伐採後の造林

の届出書」（以下、伐採届）の提出が必要です。自分が所有する山林の木を伐採す

る予定があったり、伐採を頼まれたりした時は、必ず提出してください。 
 

○伐採届が必要な森林  

地域森林計画の対象となっている民有林（保安林を除く） 

○提出する人 

森林所有者もしくは伐採をする（権限がある）人。伐採する人と、その後の造林を

する（権限がある）人が別の場合は、連名で提出します。 

○提出時期 

伐採を開始する９０日前から３０日前まで 

○提出先 

伐採する森林がある市町村（八百津町では農林課林業振興係） 

  ※伐採届の用紙は、役場３階の農林課窓口で配布するほか、町ホームページか

らダウンロードできます。 

○その他 

「保安林」または「森林経営計画」が立てられている森林での伐採は、提出方法

や提出先が異なります。詳しくは、農林課林業振興係までお問い合わせください。 

 

 

 

（八百津町社会福祉協議会） 

毎週水曜日は･･･「くたみんカフェ」 
 

社会福祉協議会では、ボランティアのみなさんのご協力により、毎週水曜日

に住民の方同士が交流する「くたみんカフェ」を地域の憩いの場・くたみん

で開設しています。 

コーヒー、紅茶などを準備してお待ちしていますので、どなたでもお気軽に

お越しください。 

４日間とも、午前１１時頃に食品などを積んだ移動販売車が来ます。 

また、４日と１８日は、パン屋さんが１０時ごろ販売に来ます。 
 

○と  き ３月４日（水）、１１日（水）、１８日（水）、２５日（水） 

いずれも午前９時３０分から１１時３０分 

○と こ ろ くたみん（旧どんでん）…八百津町久田見４５５８－１ 

○その他 参加費として１００円程度の寄付をお願いします。 

  パンをたくさん購入される方は袋をご持参ください。 

 

 

 

お問い合わせ先 

農林課 林業振興係 

☎４３－２１１１ 

（内線 2334） 

 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

☎４３－４４６２ 



（八百津町社会福祉協議会） 

ホッとカフェを開催します 
 

梅の花が咲きはじめ、少しずつ春の訪れを感じるようになってきました。ホッとカフェ

で、ちょっとくつろぎませんか？ 

ホッとカフェは、誰でも気軽に参加でき、楽しいひと時をすごせる地域の憩いの場で

す。コーヒーや紅茶を用意してお待ちしています。 

また、ホッとカフェでは、準備や片づけを手伝ってくださるボランティアを募集していま

す。詳しくは、右記へお問い合わせください。 
 

○と き ３月４日（水）午前９時３０分から１１時３０分 

○と こ ろ 福祉センターゆうゆう １階 介護予防訓練室 

○その他 参加費として１００円程度の協力金をお願いします。 

 

 

 

（健康福祉課） 

お済みですか？がん検診精密検査 
 

今年度がん検診を受診され『要精密検査』の診断を受けられた方で、まだ診察が

お済みでない場合は、早急に医療機関を受診してください。 

がん検診の結果が分からない方や、検診票を紛失された方は、保健センターへご

連絡ください。 

がんは早期発見・早期治療が重要です。あなた自身の大切な未来のために、でき

るだけ早く精密検査を受けてください。 

 

 

 

（岐阜地方裁判所） 

裁判所ウェブサイトをご覧ください 
 

裁判所では、国民のみなさまに新しくできた制度や裁判手続きを知っていただくた

めに、毎月テーマを定めて裁判所ウェブサイトでご案内しています。 

３月のテーマは「第三者からの情報取得手続がはじまります！」です。 

ぜひご覧ください。 

 

 

  http://www.courts.go.jp/index.html 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

☎４３－４４６２ 

お問い合わせ先 

健康福祉課 

健康増進係 

☎４３－2111 

（内線２５６１・２５６２） 

裁判所ウェブサイト 検 索 

お問い合わせ先 

岐阜地方裁判所 

事務局 総務課 

☎058-262-5122 




